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【緊急時の連絡】

黒線に沿って連絡し、最後の方は、一番前の副会長へお知らせください。

【連絡の内容】

「○○です。地震が発生しましたので、ただいまより連町自主防災組織を発動します。

連絡網に従って、連絡をしてください。」

【報 告】

色分けしているラインの一番上の方へ連絡してください。

●震度５弱以上の地震が発生した場合、連町会長・副会長

防災部（部長・副部長）は、連町事務所に集合
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三和福祉会館

新琴似西交番

地域避難所

地域避難所
三和第三

新琴似グリーン

新光小

基幹避難所

新光交番

新琴似西児童会館

三和第四

三和第六

三和ひよどり

ロイヤルシャトー新琴似

新琴似むくどり

三和第一

三和第二

三和第五
新光

新川小
基幹避難所

新川高

地域避難所

新川西中

一時避難場所
新川中央公園

新光

札幌国際情報高

介護予防センター
新川・新琴似西

北消防署
新光出張所

光陽小

光陽中

基幹避難所

基幹避難所

基幹避難所

基幹避難所
新琴似緑小

新琴似北中

双葉第二

双葉第一

双葉第四

双葉第三

札幌市北区第３
地域包括支援センター

一時避難場所

新琴似西小

基幹避難所

双葉第五

双葉第七

双葉第六

双葉福祉会館

光陽児童会館

文

文

文

文

文

文文文

文

文

新琴似中央

地域避難所

基幹避難所

大規模火災が発生した場合、炎や煙から身を守り、安全を確保する場所。

自宅で生活できない・安全を確保できない人が、屋内の施設で身体や生命を守る場所。

・市立小中学校等に開設する収容避難場所。

・一定期間滞在して身体や生命を守る場所で、基幹となる収容施設であり、最大想定避難者数を収容。

・災害対応拠点であり、計画的な備蓄物資の備蓄・管理を行い、災害が発生した後は、備蓄物資の供給元。

・一定規模（震度６弱以上の震災等）以上の災害が発生した場合に、夜間・休日でも札幌市職員等が開設。

地域避難所 一時的に避難者を収容する施設。基幹避難所を補完する役割を果たし、一定期間後は基幹避難所へ統合。

発災して避難が必要な場合、地域で一時（いっとき）集合する場所、または、一時的に退避して身の安全を確保する場所。避
難する際には、積雪による使用の可否や被災状況などによる安全性を確認して使用する。

広域避難場所

収容避難場所

基幹避難所

一時避難場所

緊急連絡先
■市災害対策本部
■北区災害対策本部

■三和福祉会館
■双葉福祉会館
■警察
■北警察署
■北警察署新光交番
■
■消防（火事・救急・救助）
■北消防署
■北消防署新光出張所
■北海道電力（停電・故障）
■北海道ガス（ガス漏れ）
■水道局北部配水管理事務所
■水道緊急センター
（夜間、休日の緊急事故の通報）
■災害火災案内
■災害救急病院案内
■救急医療情報案内

センター（24時間）
■北保健センター
■夜間急病センター
（午後7 7時）
■道路交通情報センター
■北区土木センター

■新琴似緑小学校
■新琴似北中学校
■光陽小学校
■光陽中学校

 211-2266
 757-2400
 762-8767
 761-2245

 761-5698
 110

 727-0110
 762-9442
 763-1101
 119
 737-2100
 764-8844
 221-3161
 233-5533
 762-7300

 211-7123

 201-0011
 201-0099

 0120-20-8699
 221-8699

 757-1181
 641-4316

 281-6511

 771-4211
 762-1127

 764-4452
 761-5122
 761-2521
 763-0066
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極秘 世帯人数

重要

性別 生年月日 電話番号
フリガナ （T・S・H)

フリガナ （T・S・H)

フリガナ （T・S・H)

フリガナ （T・S・H)

フリガナ （T・S・H)

緊急時の連絡先（氏名・電話番号・関係など） 備考

住　所

人災害時安全確認カード

【現在治療中の病気】

【かかりつけの病院名】

【以前に治療を受けた病気】

【その時の病院名】

記入日；　　　年　　月　　日

ひよどり町内会　　　班

※　個人のプライバシーがありますので記入については自由ですが、世帯主名は記入して
※　このカードは災害発生時、町内会会員の安全確認の為に使用します。

　　ください。

男/女
世帯主 　年　月　日

世帯主 　年　月　日

世帯主 　年　月　日

男/女

男/女

世帯主 　年　月　日

世帯主
男/女

勤務先・学校等名　　　　　　前

　年　月　日

男/女
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避難所運営マニュアルより（R元年9月）



参考： 暗証番号キーボックスの使い方（ 小中学校のみ）

【暗証番号キーボックス】

○○区災害対策本部（Tel:000-0000）

までご連絡ください。

○○区災害対策本部

【案内プレート】

暗証番号キーボックスの使い方
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会長

（ Ａ班班長
名簿

ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾘー ﾀ゙
情報ｸ゙ ﾙー ﾌ゚

ﾘー ﾀ゙ ｰ

食料物資

ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾘー ﾀ゙ ｰ

施設管理

ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾘー ﾀ゙ ｰ
救護ｸ゙ ﾙー ﾌ゚

ﾘー ﾀ゙ ｰ

衛生ｸ゙ ﾙー ﾌ゚

ﾘー ﾀ゙ ｰ

ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ統括

ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾘー ﾀ゙ ｰ

総務ｸ゙ ﾙー ﾌ゚

ﾘー ﾀ゙ ｰ

副会長

（ Ｂ班班長）

Ｃ班

班長

Ｅ班

班長

Ｄ班

班長

（ 立ち上げ期） 市職員 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ代表

避難所運営委員会

管

理

者

連携・ 協力

（ 避難者）

……
班長 情 衛 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ

統括
副 総務

……
班長 情 衛 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ

統括
副 総務

……
班長 情 衛 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ

統括
副 総務

……
班長 情 衛 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ

統括
副 総務

……
班長 情 衛 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ

統括
副 総務
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避難所運営マニュアル（別冊）より（R4年4月）



「 これだけは準 備 しておきたい！ 」 （ 家 庭 版 ） 

 

◆このチェック表は、災害から家族を守り、家庭がより安全な場であることを願ってのものです。 

◆見やすい所に貼り、すべての項目に できることを目標にしてみましょう。 

自助として 

品   物 チェック 品   物 チェック 

飲料水  簡易トイレ（猫砂）  

食料（日常備蓄）  使い捨てカイロ  

スマートホン・携帯電話の充電器  家族写真・情報  

ポリ袋  ＬＥＤライト  

薬・処方箋のコピー  マスク  

ウエットティッシュ  卓上コンロ・ガスボンベ  

歯ブラシ・洗口液  食品包装フィルム  

 ほかに、紙おむつ、粉ミルク、生理用品などが必要な人は備蓄しておきましょう。 

 

 

共助として 

項    目 チェック 

隣近所とあいさつを交わしている  

民生委員、町会役員を知っている  

自治会、ＰＴＡなど仲間が５人以上いる  

いざという時に助けに来てくれる人が近所にいる  

家族の親族・友人情報等（可能な範囲）をご近所の方と共有している  

 

 

 

減災のために 

項    目 チェック 

背の高い家具は、転倒しないようとめている  

消火器の場所と使い方を知っている  

窓ガラスに飛散防止フイルムを貼っている  

家の中の安全な場所を知っている  

避難所まで一緒に避難をする訓練をしている  
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4 月連町役員会 報告・連絡事項 
 
地区防災計画の基本方針 

 

一、 東日本大震災及び北海道胆振東部地震の教訓を踏まえ、新琴似西地区住民が近

くの関連機関と協力して、また、札幌市の応援も受けて行う『自発的な防災活動』

である。 
二、 災害が発生した直後は、交通が麻痺し、火災の同時多発などにより消防、警察

などの機関が十分に対応できなかったり、基幹避難所の学校が混乱する可能性も

あり、こう言う時に力を発揮できる要因は正に『地域ぐるみの協力体制』である。 
三、 『自分達の地域は、自分達で守る』の心構えで、普段から向こう三軒両隣の近

所付き合につとめ、いざと言う時にも助け合える『一緒に助かるための計画』で

ある。住民の『命』を最優先に≪平常時の活動》と≪災害時の活動》の両方を踏

まえて『災害に強い街づくり』をおし進める。 

 

 

【これから３年間の取組】 
①  1 年目（令和 3 年度）：新年度の役員・班長等から単町の自主防災組織図・連絡網の担

当者を埋め連町に 6 月末日までに提出。これを其に単町防災部と５つの防災班がそれぞ

れ検討会を実施しそれらをまとめて防災会議を開催。連町防災部が段取り。 
10 月 28 日（木）、山口大学大学院准教授、総務省消防庁消防大学校客員教授 瀧本 浩

一 氏の講演、開催を致します。 
②  2 年目（令和 4 年度）：検討会（防災会議）が進むとおのずと地区が取組む平常時の活

動（災害への構え・要配慮者名簿・マップ・安心カードの作成）及び災害時の活動（安

否確認・状況確認・避難誘導・避難所の開設と運営等）に及びます。 
③  3 年目（令和 5 年度）：防災訓練・模擬避難所運営実施。計画書と資料を札幌市に提

出。わかりやすい地区防災書を地区住民に全戸に配布する。 
 

 
新琴似西連合町内会 

防災部長  青砥  和代 

                              令和３年 4 月 1 日 
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